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本会議から付託された議案２件を審査するため、令和元年１２月２０日に文教福祉委員会

を開催しました。 

    

    

議案第議案第議案第議案第１００１００１００１００号号号号        

令和元年度総社市国民健康保険特別会計補正予算（第令和元年度総社市国民健康保険特別会計補正予算（第令和元年度総社市国民健康保険特別会計補正予算（第令和元年度総社市国民健康保険特別会計補正予算（第３３３３号）号）号）号）    

    

～内容～～内容～～内容～～内容～    

平成３０年７月豪雨災害に伴う一部負担金免除の期間を延長するための一般被保険者療養

給付費の増額が主なもの 

 

～結果～～結果～～結果～～結果～    

次のような審査の結果、全員一致で原案を可決原案を可決原案を可決原案を可決すべきであると決定 

 

～質疑～～質疑～～質疑～～質疑～    

問：問：問：問：なぜ半年という延長期間としたのか。また、その旨被災者の方に伝えていなぜ半年という延長期間としたのか。また、その旨被災者の方に伝えていなぜ半年という延長期間としたのか。また、その旨被災者の方に伝えていなぜ半年という延長期間としたのか。また、その旨被災者の方に伝えてい

るのか。るのか。るのか。るのか。    

答：令和２年６月の発災２年を目処とした。被災者へは、これから十分説明していく。 

問：問：問：問：これまで一貫して、延長はないという説明を聞いてきた。倉敷市の対応にこれまで一貫して、延長はないという説明を聞いてきた。倉敷市の対応にこれまで一貫して、延長はないという説明を聞いてきた。倉敷市の対応にこれまで一貫して、延長はないという説明を聞いてきた。倉敷市の対応に

追随する形で延長したのか。追随する形で延長したのか。追随する形で延長したのか。追随する形で延長したのか。    

答：被災者の声を聞いて判断した。真備町と隣接する下原において、対応が異なっては

いけないと考えた。 

    

    

議案第議案第議案第議案第１０１１０１１０１１０１号号号号        

令和元年度総社市介護保険特別会計補正予算（第令和元年度総社市介護保険特別会計補正予算（第令和元年度総社市介護保険特別会計補正予算（第令和元年度総社市介護保険特別会計補正予算（第４４４４号）号）号）号）    

    

～内容～～内容～～内容～～内容～    

平成３０年７月豪雨災害に伴う利用者負担額免除の期間を延長するための給付費の増額が

主なもの 

 

～結果～～結果～～結果～～結果～    

質疑、討論もなく、全員一致で可決可決可決可決すべきであると決定 

    

    

    


